


【国保】 
 

D-454 ミオグロビン（Mb）定性、ミオグロビン（Mb）定量（神経筋疾患の

慢性期）（回数） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、神経筋疾患の慢性期におけるミオグロビン（Mb）定性又

はミオグロビン（Mb）定量の算定は 3 か月に 1 回まで認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 ミオグロビンは、神経筋疾患の病態把握のために有用な補助診断である

が、慢性期においては毎月測定する意義は低い。ミオグロビン検査の算定

は医学的に頻回にする必要がある場合を除き、3か月に 1回まで認められ

ると整理した。 

 


